
第６期中郷区地域協議会の運営について

会長、副会長の選任 会長

副会長

※条例第8条第1項第2号

（設定なし）

※条例第8条第3項

50音順

※条例第8条第4項

会議の開催 会場 中郷コミュニティプラザ

開催日 月１回・第４月曜日

※条例第8条第4項 開始時間 18時00分～

地域協議会だよりの編集方法 R3:9月・12月・3月

（発行回数・時期） R4:5月・7月・2月

R5:4月・10月・3月

（編集委員） 正副会長を除く3班体制

その他 公共交通懇話会委員

※条例第8条第4項

議長（会長）はあらかじめ投票権を
持つか否か

会議の座席順

※上越市審議会等の会議の公開に関す
る条例施行規則第5条第2項

会長、副会長を除く委員
２人の輪番制

４人

※上越市地域自治区の設置に関する条
例（以下「条例」という。）第6条

会議の招集請求に必要な委員数

審議結果これまでの状況
審議事項

（※は根拠例規 裏面参照）

会長は互選、副会長は会
長が指名

会議録の確認者
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＜参考：関連例規＞

○上越市地域自治区の設置に関する条例（抄）

(地域協議会の会長及び副会長の選任及び解任の方法)

(会議)

(1) 会長が必要と認める場合

(2) それぞれの地域協議会が定める数以上の委員から請求があった場合

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3

4 前３項に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、それぞれの地域協議会が定める。

○上越市審議会等の会議の公開に関する条例施行規則（抄）

(会議録)

第５条　略

2 前項に規定する会議録の内容は、審議会等が指定した者の確認を得るものとする。

会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決す
るところによる。

　地域協議会の会長及び副会長は、それぞれの地域協議会の会議(以下「会議」とい
う。)において、委員のうちから選任し、又は解任する。

　会議は、次に掲げる場合に会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長及び副
会長が選任されていない場合で市長が必要と認めるときは、市長が招集し、市長が指
名する者が議長となる。

第８条　

第６条



週1回 3 月曜日 10時 6

週2回 3 火曜日 1 11時

（　）日おきに1回 0 水曜日 2 12時

月1回 2 木曜日 1 13時

月2回 2 金曜日 14時

必要な都度 3 土曜日 3 15時

定期的に行かない 5 日曜日 決まっていない 4

決まっていない 9

6．病院に行く頻度

原信美守店 4 週1回

乗合タクシー 8 原信コメリ中川店 6 月1回 9

家族知人の車 10 ドラッグトップス 1 月2回

自己運転する車バイク 1 アオキ美守店 2 2か月1回 4

タクシー 2 イチコ新井店 2 3か月1回 7

さとまる学校の送迎 1 ピアレマート 3 4か月1回 1

その他(店の送迎） 1 紀州屋 1 一年2回 1

ヤマダ電機（新井） 1 不定期 3

吉川フード店 2

早津鮮魚店 2

坂田薬局 1

ナルス関山店 4

ケーズデンキ（とよば） 1

4．買い物に行く手段

（仮）さとまるバス運行による実態調査　Vol1

2．買い物に行く曜日 3．買い物に行く時間1．買い物の頻度

5．買い物に行くお店
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月曜日 乗合タクシー 12 9時半 1

火曜日 家族知人の車 3 10時 3

水曜日 1 自己運転する車バイク 2 11時

木曜日 1 タクシー 6 12時

金曜日 電車 3 13時

土曜日 徒歩 3 14時

日曜日 予約した時間 2

予約した日 13

広瀬歯科医院 6

頸南総合病院 7 JA中郷支店 6

太田眼科医院 1 週1回 中郷郵便局 3

揚石医院 1 月1回 3 新井信金中郷支店 2

望月医院 8 2月1回 3 新井信金関山支店 2

山崎歯科医院 4 3月1回 1 第四北越新井支店 1

石田眼科医院 1 必要な都度 6 定期的に行かない 4

中央病院 1

労災病院 1

斎藤診療所（板倉） 1

妙高診療所 2

8．病院に行く手段

10．通院している病院

中郷区型コミュニティバスアンケートデータ　Vol2

11．金融機関に行く頻度

7．病院に行く日 9．病院に行く時間

12．定期的に行く金融機関
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乗合タクシー 3 1月に2回 1 みょんみょん（新井） 6

家族知人の車 3 1月に1回 3 IN東京（北新井） 1

自分が運転する車バイク 2 2月に1回 2 佐藤理容店（区内） 1

タクシー 3月に1回 5 清水美容院（区内） 2

電車 不定期 青山美容院（高田駅前） 1

徒歩 8 行かない（自分でカット） 3 定期的に行かない 3

スズラン美容室関山 1

16．理美容院に行く手段

乗合タクシー 5

家族知人の車 3 イオン上越店 1 利用する 8

自己運転の車・バイク 1 新井朝市 1 内容によって 5

電車 介護予防教室（コミプラ） 1 わからない 2

徒歩 旧高田市内 1 利用しない

理容店の送迎 1

中郷区型コミュニティバスアンケートデータ　Vol3

15．理美容院の店名14．理美容院に行く頻度13．金融機関に行く手段

17．他に出かける場所

18．公共移動サービスの

利用意向
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【意見要望等】

1

2 金融機関に行くときは徒歩だが、区内の巡回バスがあればよい

3

4

5 理美容院や金融機関に行きたいが、区内の巡回バスがあると助かる

6 老人が使いやすい時間を考えて運行してほしい（朝早すぎず午前中に帰宅できる時間帯）

7 新井の朝市の日に運行してほしい

8 関山まで行く乗合タクシーを増便してほしい

9 中郷区内（特に山崎歯科医院方面）を通る区内の巡回バスがあると便利

10 市屋から望月医院行き8時30分があるので帰り9時40分位の便が欲しい

11 市屋から関山ナルス行き9時40分、帰り10時20分位の便が欲しい。

12 電話予約ではなく定時便がたくさんあってほしい。（同様意見　3件）

13 病院の帰りは時間が分からないので予約しにくい

調査対象者内訳 R6.5.26現在

男 女

片貝 2

三ツ屋 1 1

市屋 1

藤沢 1

松崎 4

二本木 1

金山 1 4

合計 2 14

買い物用に10時くらいに新井方面行きの定時便が欲しい

現在ある運行を残してほしい

冬場は足元がよくないので、定時便がたくさんあると助かる

（仮）さとまるバス運行による実態調査　Vol4



■令和7年4月に互助の取組の運行開始する場合（案）

R6年4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 R7年1月 2月 3月 4月

・路線廃止の届出 ・路線廃止

・町内会長連絡協議会 ・予算要求作業 ・中郷区懇話会（路線廃止と互助の運行開始について）

・運行事業者の候補となる団体との協議 ・上越市活性化協議会（路線廃止と互助の運行開始について）

・アイエムタクシーとの協議
・妙高市との協議

・運行準備に関する協定締結（令和6年度分） ・運行に関する協定締結（令和7年度分）

・中郷区懇話会（岡沢・稲荷山ルートの廃止と互助の運行に関する方針説明）

・（仮称）さとまるバス運行① ・中間まとめ ・（仮称）さとまるバス運行②

（随時協議）運輸支局、妙高市、両市ハイヤー協会

・ルート・ダイヤ、料金、受付方法、運転手など運行内容の決定

・車両リース契約（納車まで概ね6ｹ月必要）

・運転手募集 ・11/25講習受講（水原自動車学校）

・登録手続きに向けた書類準備など ・県への登録手続き

・運行準備に関する協定締結（令和6年度分） ・運行に関する協定締結（令和7年度分）

・新規停留所設置（必要に応じて）

・地域への周知 ・互助開始

アイエムタ
クシー

市

互助の取組
運行主体
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